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平成２５年度第２回篠山市まちづくり審議会議事録 

 

平成 25年 11 月 6日、平成 25年度第 2回篠山市まちづくり審議会が召集される。 

 

１．審議会の会議の日時及び場所 

   （日時） 平成 25年 11 月 6日（水） 午前 10時 00 分開会 

   （場所） 篠山市役所 議員協議会室 

 

２．出席委員の氏名 

角野幸博委員  山下淳委員   藤本英子委員  田中栄治委員 

中川政和委員  田渕清彦委員  布施未惠子委員  森田和夫委員 

藤原雅洋委員 

   【オブザーバー】 

    兵庫県丹波県民局丹波土木事務所まちづくり建築課 課長 永田佳幸 

【事務局】 

まちづくり部 部長 梶村徳全 

まちづくり部地域計画課 課長 中筋吉洋 

まちづくり部地域計画課景観室 室長 横山宜致 

    まちづくり部地域計画課景観室 係長 山下哲也 

    まちづくり部地域計画課景観室 主査 山本有子 

    まちづくり部地域計画課景観室 主事 村上稔 
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３．会 議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．開会（午前１０時００分） 

 

２．あいさつ 

 事務局を代表し、まちづくり部梶村部長よりあいさつ 

 

３．委嘱状交付・委員紹介 

 

４．会長の選出 

角野幸博委員が会長に就任 

 

５．会長あいさつ 

 角野会長よりあいさつ 

（これ以後の議事について角野会長が進行） 

 

６．職務代理者の指名 

篠山市まちづくり条例第１９条第３項の規定に基づき、角野会長より

藤本英子委員を指名することを出席委員に提案 

委員より異議がないことから藤本英子委員が指名される。 

 

７．議事録署名人の指名 

 篠山市まちづくり条例施行規則第３２条第２項に基づき、会長より２

名の署名人を指名 

 委員名簿の順で山下淳委員、藤本英子委員が指名される。 

 

８．まちづくり審議会の審議事項等について 

 資料１により事務局説明 

 

９．景観部会について 

（１）景観部会の役割等について 
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 資料２により事務局説明 

 

 事務局からの説明について、委員の皆様からのご意見、ご質問があれ

ばお受けいたします。いかがですか。 

 緑条例との兼ね合いです。特に景観について、３０００平米以下につ

いては篠山市で審査し、３０００平米を超えれば県が審査されるのです

が、それとの関係性があると思います。開発業者において緑条例の認識

が全くないのです。入口の部分できちんとしながら、出口の方では無視

されているという実態があるわけです。その辺をこれにどう反映してい

くのかという疑問を感じているところです。特にガイドラインの中で、

緑化指針等がありますが、開発業者は全く無視しています。先日もうち

の地域で説明会があったので質問しましたが、「どうしてそんなことをし

なければいけないのか。」と。そういう認識でいる人が多いという印象を

持っております。 

 まず、入り口の部分としての手続きの流れですが、景観条例が制定さ

れるまでは、開発行為があった際、緑条例のガイドラインに抵触した場

合は、丹波県民局が所管されている丹波委員会に諮って意見等を出し、

それを事業者にお伝えするしくみがありましたが、景観条例を制定し、

さらにまちづくり条例を改正しました際に、まちづくり審議会を立ち上

げましたので、仮に基準に不適合なことがあれば、その内容をまちづく

り審議会の景観部会に諮って、基準に不適合となっている内容に対して

どう改善していただくかご審議いただきます。景観部会が設立され、同

じ開発行為に対してダブル審議をする必要もないということになり、景

観部会の審議事項については丹波委員会に諮る必要がないということ

で、丹波委員会の方は休止されています。また、大規模な開発行為の場

合はまちづくり審議会に諮って、ご意見を頂戴し、それを事業者にお伝

えします。なお、緑条例の基準なども事業者には、現在守っていただい

ております。また、３０００平米以下の開発行為は市で許可と検査を行

って確認をさせていただいているという状況です。 

 実態はそのようにうまく運営できているというふうには、私自身は認
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識していません。確かに入り口については非常にしっかりできているわ

けですが、出口になったときには、どうしても声の大きい者が勝ってし

まって、条例などが厳格に運営できていないような認識があります。入

り口は、はっきり言って作り過ぎるぐらい作っていると思います。出口

がもう一つ十分でないという気がします。３０００平米以下で２９００

平米の開発を繰り返しているが、これが続くと完全にスラム化になって

しまうので、色々な法令の部分を厳格に運用し、景観形成や住環境を整

えるという目線で運用していかなければいけないと思うので、開発行政

を市民の目線に立ったものにして欲しいというのが発言させていただい

た主旨です。この審議会でも、今の都市計画法でも事前審査だけですが、

確かに審議会は出口のことを言う場所ではないのかもしれませんが、も

う少し何らかの対応ができないかなという思いです。 

 入り口と出口のお話がありました。入り口についてはしっかりしてい

るというお言葉もいただきましたが、いわゆる３０００平米の逃れの開

発の話だと認識しています。３０００平米逃れの開発につきましては、

兵庫県の開発許可制度の手引きに準じ、篠山市も同様の取り扱いをして

おりますので、その規定に該当するかどうかを判断し、また、県との連

携も緊密にとりながら、しっかりチェックも行っていきたいと思ってお

ります。また、出口の話ですが、以前、藤原委員よりご指摘いただいた

開発案件もありますので、そちらもしっかり検査に取り組んでいきたい

と思いますのでご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 付け加えることもないかと思いますが、一つは事業者にどれだけ理解

を求めていくか、普段から情報はしっかり、毅然とした態度で示し続け

るということと、３０００平米逃れの開発については県の手引きに準じ

てきっちりと進めていくということ、それから何よりも、そういった状

況の中でまちづくり審議会やとりわけ景観部会の役割をもう少ししっか

りアピールしていくということも必要かなというふうに思いました。ど

うぞよろしくお願いします。 

 

（２）景観部会委員の指名 
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 まちづくり審議会運営規定第３条第１項の規定により会長が指名 

 事務局より藤本英子委員、田中栄治委員、中川政和委員、布施未惠子

委員および公募委員より１名就任されることを提案。 

 事務局の提案を受け、会長より藤本委員、田中委員、中川委員及び布

施未惠子委員が景観部会委員に指名される。 

 また、公募委員からは森田委員が指名される。 

 

（３）部会長の指名 

 まちづくり審議会運営規定第３条第３項の規定により、会長より藤本

英子委員が景観部会長に指名される。 

 

１０．審議事項 

 篠山市景観計画の変更について 

事務局より説明 

  

説明でのポイントは、新しい第７章で「屋外広告物の表示及び屋外広

告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項」を、それ

までは第７章第４項第２号にあったものを新しく章として取り出して、

さらにその中に基本方針という部分がなかったので、それを記載したと

いうことが一つ大きな点です。それから、沿道地区の部分の指定個所が

増えているということです。今の説明について、ご意見、ご質問よろし

くお願いいたします。 

 今回、７章で屋外広告物の表示ということであがって分かりやすくな

ったと思うのですが、62ページの図ですが、これはこのまま入れられる

のですか。あまり意味がないのかなということと、③では「景観を高め

る美しい（適正な）デザイン」と書かれていますが、ピンクは「魅力的

デザイン」と書かれているのが少し気になりました。どうせ図を入れら

れるのであれば同じ言葉遣いで入れられた方がよいのかなと思います。

ご検討をお願いします。 

 その通りですね。いかがですか事務局。 
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 そうさせていただきます。 

 どちらに合わせられるのでしょうか。 

 下の文書に合わせたいと考えております。 

 この図は残すということで、「魅力的デザイン」というところを「景観

を高める美しい（適正な）デザイン」そのまま入るということでよろし

いですか。 

 「美しいデザイン」として、括弧は省略したいと思います。 

 それでは確認です。図はそれぞれ何となく省略しているようですので、 

 ①は景観調和とだけ書いていますよね。②は「わかりやすさ、見やす

さ」と書いていますね。③は「美しいデザイン」でいいのですか。 

 魅力的なデザイン、わかりやすい、見やすいということは大事だとは

思うのですが、農家の立場から言わせていただけば、看板というのは農

作業に非常に邪魔になってきます。篠山市は農都宣言をして、農業の都

ということを大々的に謳っているのですが、いくら綺麗なもの、素晴ら

しいデザインの物をされても、農作業がしにくいようなものをされたら

何の意味もないということを大前提において欲しいのです。色などは関

係ないのです。色々な委員会があるけれど、横のつながりがないのです。

その部署、その部署で立ちあげているのでバラバラになるのです。こう

いうことを謳うのであれば、篠山市の農都宣言を大前提において欲しい。

看板は目につかなくていいです。仕事がしやすければいいです。それを

まず、考慮すると、ライト一つにしても、何にしてもそれが抜けている

のです。このデザインなども分かりやすい、魅力的なデザイン、農業に

何が関係あるのだと。そこも考慮をお願いいたします。 

 農業のやりやすさというのは、大きさや場所などの他に考慮すべきこ

とで何がありますか。 

 照明もあります。 

 大きさや場所については当然制限がありますが、照明の話は何か制限

がありましたか。 

 照明は野立て広告物には基本的には、篠山市ではつかない形のものに

なっています。方針としましては、「地域特性に合わせた」ということを
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書かせていただいていますが、基本方針の冒頭にも「山並みに囲まれた

美しい田園景観」ということになっており、今日の説明では省略しまし

たが、もともと盆地領域というのは「農用地の中では設置を控えましょ

う」ということを謳っていたものであり、それを継承して田園区域とい

うことで、この田園沿道区域の部分につきましては、今まで県条例で認

められていました案内誘導広告につきましても、原則禁止という内容に

しております。従いまして基準につきましては、会長のおっしゃられた

大きさ、場所についてはかなり重視した内容にはなっているのですけど、

基本方針のところでそれが明確に伝わりにくい部分は確かにあると思い

ます。それにつきましては景観調和の部分で、風致を維持するため地域

特性に応じてという説明をしていますが、このあたりを少し付加しまし

て「農業への配慮」という視点も入れておきたいというふうに思います。

また、農都宣言に基づき、土地利用に合わせて、田園地域の特に眺望性

を維持しようということで、それにつながるように基本方針も説明を付

加する形にしたいと思います。 

 62 ページの③番ですが「篠山の景観に配慮し、篠山らしい活き活きと

したまちづくりに寄与する屋外広告物を創造していきます。」とあります

が、活き活きしたまちづくりをするなら広告物は必要ありません。うた

い文句と何も合っていない。広告ありきで書かれている。活き活きとい

うのは篠山のどの地域のことですか。 

 ③番の部分は、どちらかというとまちの区域を配慮した内容になって

おり、まちの区域では原則禁止にしないで、社会生活上、屋外広告物は

必要なものであるという立場で、不特定多数の人をしっかり案内誘導し

て迷わないように移動していただく面も含め、うまく活用することによ

って、より賑わいや魅力、活き活きとした住生活が遅れるようにという

意味で③番は書かせていただきました。 

 それは理解しています。この屋外広告物の基本方針を見ると、「緑の山

並みに囲まれた美しい田園」とうたっているのに、この下でまちの中心

のことだけを謳っているのはおかしくないですか。それなら、地域を限

定して謳わないと。説明を聞けば分かりましたが。このままでも構わな
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いけど、そういうことを常に頭においてやって欲しい。これも一つ、篠

山市の景観ではあるけれども、田園地帯全て含んでの協議をしているわ

けだから、説明で「この地域の話です」というなら、その旨を示してお

けばいいのにと思います。 

 地域全域を対象とした考え方に基づいて基本方針を定めようとしてい

るのですが、ご意見のありました農都と言われるさとの区域を中心とし

た景観に配慮した屋外広告物の規制誘導の観点は、①の景観調和に該当

しますけれど、農都の風致を維持するため、地域特性に応じて屋外広告

物を規制誘導していきます。また、市街地や歴史的な街区につきまして

は、商業活動の私権という部分もあり、制限できない部分もありますの

で、そういったものにも一定配慮した屋外広告物といったものを方針と

して出させていただきたいということで、①、②、③の中には篠山市全

域を対象とした方針ということで考えておりますのでご理解のほどをよ

ろしくお願い申し上げます。 

 もし屋外広告物を出せるとすれば、出せるときにはこうしてください

という方針が書かれています。出せない場所が随分多くあるわけです。

私達のようにデザインに携わる者や学識経験者は、屋外広告物はなくて

済むものは、ない方針であるべきだと思っております。ただやはり、商

業活動で必要とされる方、色々な事情で誘導サインが必要な場所がある

ということが現実でありまして、その時に、出さざるを得ないのであれ

ば基準を作ろうということで、こういう基準を設けております。基準が

なければ出せるところは好きに出せてしまいます。そこで、出される方

に少しでも配慮して出していただくためにこういう基準を設けているこ

とをご理解いただければと思います。 

 理解しています。しかし、篠山では出せるところにも農地があるとい

うことを頭において欲しいと思います。そこで生計を立てる住民が住ん

でいるのです。篠山の町の中にも農地は沢山あります。許可されている

ところにも農地はあるのです。そこに看板を出すならそれなりの配慮に

ついて謳って欲しいというお願いをしているのです。 

 ありがとうございます。基本的な考え方としては、農都という大きな
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コンセプトがあり、農業と賑わい、歴史的な町並み、市民の生活が調和

するという基本コンセプトはここに文書として書かれている分で読み取

れると思います。その上で今おっしゃった注意点は個々の指導の中で、

指導する側、話をする側がちゃんと理解した上で個別に対応していただ

く必要があるのかなと思っております。その上で若干気になりますのは、

文書では活き活きとしたということになっていますが、上の箇条書きの

ところは美しいと書かれている。対応していないと感じます。ここは微

修正できないですか。①、②は箇条書きと図と下の文書とは対応してい

るのですが、③は、表現の整合性がとれていないことが気になります。 

例えば「篠山らしい美しく、活き活きとした」であれば対応している

なと思うのですが。あるいは、今のご意見を踏まえるとすれば、「美しく」

だけで「活き活きとした」をとってしまうという方法もあります。 

「活き活きとした」というところを「美しい」と修正させていただき

たいということと、①の下から２行目の「篠山市では」のところを「篠

山市では農都篠山にふさわしい良好な景観を形成し、風致を維持するた

め、地域特性に応じて屋外広告物を規制誘導していきます。」と変更させ

ていただきます。 

事務局から修正提案がありました。確認します。①の本文の部分の３

行目の後半、「篠山市では、農都篠山にふさわしい良好な景観を形成し、

風致を維持するため、地域特性に応じて屋外広告物を規制誘導していき

ます。」という修正、③につきましては「篠山の景観に配慮し、美しいま

ちづくりに寄与する屋外広告物を創造していきます。」ですか。 

 上の①から③と下の①から③とは対応して書いてあるのですよね。上

の③は屋外広告物の美しいデザインの話ですよね。そうすると下の③も

「活き活き」の代わりに「美しい」を入れてしまうと「美しいまちづく

り」になってしまい、日本語としておかしいと思います。 

 そうしますと、これは本来「美しい屋外広告物」でないといけないと

いうことですね。「篠山の景観に配慮し、篠山らしいまちづくりに寄与す

る美しい屋外広告物を創造していきます。」でよろしいですか。 

 それでは先ほどの文書については、修正提案を認めていただいたとい
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う状況ですが、ご質問ありませんか。 

 今の文言と関連するかもしれないのですが、以前の計画の削除する部

分の篠山盆地幹線沿道地区の部分を全て削除して第７章が入ると見たと

きに、前は文書も練り上げてきて景観計画として最終的に成立している

のですが、今回、もとの削除する部分の景観のところですとか、そもそ

も篠山の景観をどう考えるのかということを書かれている文書に対し

て、その部分が今回すごく少ない。文書的にも文言的にも整理されてい

ないので、今色々なお話が出ているのではないかと気になっています。 

 例えば、篠山の景観をどう考えるのかというときに、場所によっては

田園景観、歴史的な町並み、集落のたたずまいと並んで出てくるところ

もあれば、63ページの「屋外広告物等の表示等に関する制限」というと

ころだと「農の都にふさわしい美しい田園風景を保全し」と田園風景し

か出てこなかったりします。屋外広告物の掲出をするときに篠山として

はこういう景観に配慮して欲しいというところの文書が全体に弱いとい

うイメージがあります。６２ページの①、②、③という細かいところで

文書を説明するよりは、前段の部分で篠山市はこういう景観を大事にし

ますということを、農業の生活をされている方の視点も含めて書いて、

①、②、③の部分をもう少し簡略化し、大きな景観に対する話と広告物

に対する話を整理した方が、このページ全体が分かりやすくなるのでは

ないかと思います。基本方針などの前の文書のところでもう少しきちん

と書いて、整理していただいて、①、②、③は広告物に関することしか

書かないというぐらいの整理の仕方をした方がいいと思います。 

篠山の景観に対する根本的なことというのは第７章の１の基本方針や

その前の部分でもう少ししっかりと、色々な話が出ていることをまとめ

ておいた方がいいのではないかと思います。 

そうした上で①、②、③はもう少し簡略化した方がいいのではないか

ということですね。 

そうですね。 

今のお話を伺ってなるほどと思ったのですが、第１章、第２章、第３

章、第４章ですね、篠山市全体の景観計画を見ているのですが、今回、
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屋外広告物ということで特別に章立てしてあげるというときに、今まで

の文言であげてはいけないのではないかということを今思いました。第

４章の景観計画のところに、例えば項目として屋外広告物についてあげ

るというやり方もあるでしょうし、若しくは第７章として、屋外広告物

の考え方など章名を変えて、ここで今おっしゃられたような屋外広告物

に対する基本的な篠山の考え方をまずあげて、それから基本方針にいく

というやり方もあるのかなというふうに思います。多分、第８章の中の

言葉遣いがそのまま章名になっている点について、少し違和感があるの

かと思うのですけれどもいかがでしょうか。 

章名だけに関して申し上げると、景観法第８条に「屋外広告物の表示

及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事

項」を景観計画に定めることができるという規定がありまして、法律の

文言そのものを全国的にも章のタイトルにされているということもあ

り、章のタイトルとしては長くて分かりにくい部分もありますが、法律

の文言を使わせていただいております。 

それから、ご意見のありましたとおり、この章を章立てするのか、他

の章に設けるのかということも議論はありましたが、どちらが分かりや

すいかということを総合的に検討しました結果、個別の章の中に入り込

むよりも新たに章立てをして、広告物だけの章を設ける方が分かりやす

いのではないかということで、第７章にこのタイトルでもってきたとい

う経緯があります。中身についてはご指摘のとおり、若干修正が必要な

部分があるのかもしれません。 

章立てしていただくというのは、その方が分かりやすくていいと思う

のですが、いただいた資料が第７章だけの資料になっていることもあり、

景観計画全体の流れの中では、その部分だけ違和感が出てくるとか、後

でこの部分だけ足したような感じのものになったりする可能性があるの

で、景観計画の他の章との関係や、他の章でどのようなことを説明して

いるのかということも見た上で考えないといけないと思います。それで

いくと、広告物を表示するということがこの景観計画の中でどういう位

置づけになっているのかという説明ですとか、広告物を掲出する上でこ
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ういうところを大切に思っているということを伝える文書がちょっと弱

い。すぐに、基準の内容に入っていっているという印象があるので、景

観計画全体の流れの中に入るべき内容をもう少し検討いただく方がいい

のではないかと思います。 

40 ページ以下の部分が削除されますよね。それに代えて第７章が入る

ということになるのだけれど、現行の第７章で書いてある内容と比べる

と、今、田中先生がおっしゃったようなところ、どのような方向で取り

組んでいこうかというところが、提案されている第７章の基本方針では

ちょっと足りないのではないかと私も思います。構成をどうするのかは

別にして、提案されている「１屋外広告物に関する基本方針」のところ

はもう少し篠山の景観形成にあたって屋外広告物をどのように考えてい

くのだということをもうちょっと詳しく書かないといけないと思いまし

た。委員の質問はそういう主旨かなと思います。 

最初に事務局の方から説明いただいた、禁止地域とか促進する地域に

分けたというのが今回の大きなポイントだとこの間までの協議の中で私

は認識しています。さきほど言われたように農地は私自身、もっと広告

をやめるべきだという意見を持っていたのですが、少なくとも今回地域

を分けて、こういう地域ではどんどん禁止すると。前回の話にもあった

黒枝豆ののぼりをどうするかという議論も事実上あったわけで、そうい

うところについては厳しくして、この間のフォーラムであったように縮

小していかなければならないところは縮小していくというところをここ

へ詳しく謳いこんでもらう必要があると私も思います。冒頭で説明され

たということは、それが一番肝心なところだと思うのです。それがここ

で抜けているのは少し寂しいなと思います。 

他にこの件に関してご意見ありますでしょうか。 

景観形成の基本方針と書いてある 38 ページのところと第４章の景観

計画の基本方針のところが合っていないので、整理の方向性として、ま

ず基本方針として掲げているものは第４章の基本方針に合わせていった

方が良いのではないかと思います。具体的な屋外広告物等の話ですとか、

そういったものはまた検討が必要かとは思うのです。基本方針の①、②、
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会長 

③とあがっている改正案のところは大きく違うように思うのですが、こ

れは何か別のところから引いてこられたのですか。 

もともとの景観計画の 15 ページの第４章に景観形成に関する基本方

針が①から⑥まで書かれています。これは全体に対する基本方針ですよ

ね。ですから、屋外広告物についても当然、景観計画全体の基本方針を

受けて、それの広告物としてはどうなのだというふうに書くべきなのだ

けれども、そこがちょっとずれているのではないかというご指摘ですね。 

はい。 

田中委員もそういう部分を指摘されているわけですよね。事務局に確

認しますが、第７章の基本方針をまとめる際に、景観計画第４章の基本

方針との整合性をどのように図られたのかということを教えてくださ

い。 

今おっしゃっておられるのは、新旧対照表で言いますと 38ページの件

でしょうか。 

はいそうです。新旧対照表の 38ページの基本方針のところで「○豊か

な自然を守る」というような項目があがっていますが、これと景観計画

全体の中の景観形成に関する基本方針が第４章であがっているところで

す。 

先ほど委員から個別のところは修正しているけれども、根本の景観計

画全体の話との整合は大丈夫ですかと。つまり、章を入れ替えたりする

中で、大きな流れは大丈夫ですかという質問があったのです。それで、

チェックポイントは二段階あって、まず、全体としての第４章の景観計

画の基本的な考え方という部分をさきほど確認したのですね。その上で、

それを踏まえて新旧対照表の広告物の部分の景観形成方針なのですが、

整合していますかということと、これはそもそも今回の変更提案以前の

ことだから、つながっているはずなのですが、その上で今回章を入れ替

えて新しい第７章を入れたときに、うまく流れはできていますかという

ことを確認してくださいということだと思います。 

38 ページっておっしゃっているのは沿道地区のことですね。 

新旧対照表は沿道地区のことです。 



 - 15 - 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おっしゃっているのは、そちらではない話ですよね。沿道地区はイン

ター周辺地区だけになったのですよね。 

38 ページの方はインター周辺地区だけにしたのと、基本方針を加えた

ということが変更点です。基本方針を加えたというのは景観計画の中の

第４章で謳われていた内容があったものですから、当初は外していたの

ですけれども、指導をしていると該当する沿道区域の文章しか読んでい

ない場合が非常に多くて、第４章で書かれているものは読まずにインタ

ーチェンジの部分だけを読んで来られて「どこに書いてあるのか。」とい

う議論がいくつかありました。そのために前提となる大きな第４章の内

容の中で、特にこの沿道については自然環境にも配慮していただいて、

統一感や連続性のある沿道景観をつくるという立場で設置してください

ということを強調する必要性があり、そのあたりが十分に伝わってない

面が指導の中で見えてきましたので、もう一度、当初県の方針にあった

内容をこのインターチェンジ周辺のところにも加えるという対処をさせ

ていただきました。 

それから、委員からご指摘がありました、市全体の思いはこの第４章

が景観形成の一番大きな方針ですので、第７章につきましては、屋外広

告物に限っての方針という形で少し割り切りまして、屋外広告物を掲出

するときにはこういう考え方でということで方針を立てました。それが

藤本先生もおっしゃられた屋外広告物を掲出するときの方針という中身

で三つの方針を示したということで、全体としては第４章の方針に景観

に対する思いは書かれていると考えております。景観計画の変更に関し

て、他都市の事例ではいきなり基準内容を示しているような市もありま

して、景観法で行為の制限に関する事項を定めなさいとなっていまして、

全体の景観計画の中で行為の制限に関する事項というのはまさに基準に

なるわけですが、基準は屋外広告物の規制（条例）の方で内容を示した

いという思いがあって、市としては第４章の内容を受けて、第７章の屋

外広告物等の方針を景観計画の中では示したいということで、今回この

ようにまとめております。従いまして基準内容は屋外広告物の規制（条

例）の中で定め、その考え方としては篠山市の景観計画の考え方があっ
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て、第７章ではそれを受けて屋外広告物を掲出するときにはこういう方

針でいきましょうというのが、「わかりやすい」とか「美しいデザイン」

という表現にさせていただいているということです。そのあたりで第４

章の思いが少し薄れている部分もあるかもしれませんが、これについて

は、答申いただきました屋外広告物の基準の方では、もう一度屋外広告

物の景観形成に対する考え方であるとか、田園沿道区域などでは詳しい

説明はさせていただいているのですが、景観計画の中の方針としては要

点だけを伝える内容にさせていただいています。 

38 ページの話ですけれども、基本方針を入れ込んだこの白丸三つとい

うのは、先ほどお話が出ていた第４章の基本方針から引き抜いたという

ことですか。 

精神はそうです。１番、２番などが豊かな自然環境を守るという形に

なりますし、魅力的な沿道景観を創るというのは、新たな景観の創出と

いうところで、沿道市街地について第４章の方針にもありますが、特に

沿道では魅力ある沿道を創るために連続性や統一感ということで４番の

内容を、全体としては篠山らしさを創り出していきたいということで、

それは５番、６番の内容を継承しているというふうに考えています。 

屋外広告物の話と、第４章の方針を入れられたという話が逆の方向か

なと思うのです。逆の方向とは、一つには 38ページの景観形成方針は、

他の地区別計画を見てもどれも、景観形成方針の次は文書が入っている

わけですよね。別に基本方針を入れていないのですね。ここだけ、いっ

ぱいあがってくるがために、現場のお困りから入ってきたのだと思うの

ですけれど、これは今おっしゃっている第４章で全て言っているので後

では言わないということと逆行していると思うのです。方針を決めてい

ただいたらいいかとは思うのですけれども。だから、今ここで 38ページ

に基本方針を入れるのはその方針からいくとおかしいのではないかとい

うことと、逆に第７章は、第４章を読んでから第７章の屋外広告物の話

を入れるということであれば、第４章の景観計画の○印が６つまであり

ますね。是非ここの市民啓発など、ここのどこかに屋外広告物に関する

基本方針を１項目増やしていただいて、入れていただいた方が分かりや
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すいと思いました。 

かなり大手術が必要かなという気もします。ただ、大きな流れとして

は、まず第４章で景観計画に関する基本的な考え方を整理しました。そ

れに基づいて、それぞれの地区ごと、沿道地区についても当然基本的な

考え方を受け継がれた上で、沿道地区の内容が決まっているはずですね。

どれぐらいのボリュームで書くかは別にして、基本的な考え方を受けて

それがちゃんと対応しているのかどうか、そして沿道の場合はこうです

よと、恐らく事務局の趣旨としては何か書いておかないと次の具体的な

規制内容につながらないということで、書かれることはいいことだと思

います。改めて基本方針をおさらいして、それを踏まえて沿道ではこう

なのだということを書く。もしそうであれば当然、新たに出てくる第７

章の広告物についても同じレベルで簡単にでも記しておく必要がある

し、記しておけばいいということなのです。 

今日の議論は個々の規制内容の変更とか、地区指定に異論があるとい

うわけではなくて、少し整合性がとれていないのではないかというご意

見だと思います。これについてはまず、地区指定を追加するなどの内容

について、異議はないわけですが、全体の流れについてちょっと整理し

てくださいという意見だというふうに理解しました。これはどうします

か。事務局に質問ですが、それを踏まえて再修正した上で再度諮るべき

ですか。 

地区別全てに入れなければならなくなります。 

38 ページの内容を入れるということであればそうなります。 

基本方針というのを敢えて 38ページにだけ入れたということが、現場

の必要性によるものであれば、私としては違和感はないです。ただ、他

の地区についても、基本方針と景観形成方針の２つにするべきかどうか

ということについての検討をしていただきたい。できればそろっている

方がいいに決まっているから、他のところも基本方針を盛り込んだ方が

より良くなるのかどうかという検討はしていただきたい。その上で、必

要ないのか、盛り込んだ方がいいのかということについて審議会の方に

報告していただければいいのではないかと。つまり、他の地区について
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も検討をするが、取り敢えず今回は、インター周辺地区についてはこう

いう形にしたいということであれば、それはそれで結構かなと、了解を

してもいいのではないかということが一つです。 

山下委員からご提案がありましたけれども、他の委員の方はいかがで

すか。 

特に異議はないようです。この審議会としては、基本的には事務局の

提案についてはこれでいいのではないかということですね。ただ、委員

からありましたように、他の地区の部分について基本方針を書くべきか

どうか、整理すべきかどうか、全体の整合性や構成をバランスのいいも

のにするために追加した方がいいのかどうかについて検討していただい

た上で、その結果を報告していただきたいということです。今回の変更

内容そのものについては認めてもいいのではないかというご意見です

ね。 

他にいかがですか。今の方向で。もしご意見がないようでしたら、こ

れは諮問されている案件ですので、答申をしなければいけないわけです。 

インターチェンジ周辺の基本方針をこういうふうにするということは

了解をしました。もう一つ論点になっていたのは、第７章の取り扱いと

いうところで、第７章を追加するというだけではなく、40ページ以下の

ところの幹線沿道地区に関する記述を削除するということにも連動して

いるわけですよね。更に屋外広告物に関する基本方針を入れるというこ

とになれば、第４章、15ページ以下というところとの整合性というか、

景観計画全体としてのバランス、体系性ということにも絡んでくるとい

うことです。この点についてどうするのかというところは話ができてい

ないと思います。63ページ以下の制限に関しては、３地区にするという

ことでいいかとは思うのですが、62ページのところの内容がこれでいい

のか。あるいは場所がこれでいいかというところは、結局結論が出てい

ない。私自身としては釈然としないところがあります。そこを会長に一

任するということでも構わないけれども、一任するというのも申し訳な

いかと思います。 

全体的な方針等については認めていただいたと理解をさせていただき
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たいと思うのですが、先ほどから色々とご意見を賜っております。いた

だきましたご意見を基に事務局としましても再度修正をいたしまして、

その上で会長にご相談の上、出来ればもう一度審議会を開催させていた

だいて、お諮りさせていただき、答申をいただくという方向で考えたい

と思うのですが、よろしいでしょうか。 

それでは、再度検討いただいた上で、日程調整が必要になりますけれ

ども、再審議ということにしたいと思います。この件については、今申

し上げた方向で取り扱います。 

それでは、報告事項について事務局より報告をお願いします。 

資料４について報告 

今の報告についてご質問はありますか。よろしいですか。 

それでは今日の持ち越しになった部分がございますが、非常に重要な

部分でもありますので、事務局で再度検討していただいた上でもう一度

諮るということになります。随分熱心な議論をありがとうございました。

事務局に進行をお返しいたします。 

説明の中で資料の差し替えがありましたが、今後どちらの資料を使わ

れるのか明確にしていただきたい。両方使われるのであれば、番号を打

っていただきたい。 

大変失礼いたしました。今回、一部差し替えをさせていただきました

が、お配りしています資料４に添付しております図面が今後景観計画や

屋外広告物条例の中で説明させていただく路線の番号とご理解いただき

たいと思います。 

大変申し訳ございませんでした。おっしゃるように、同じ資料で違う

ものがあるというのは非常に申し訳なかったと思います。今後このよう

なことが一切ないように、資料についてはきちんと整合のとれるものを

ご提出させていただくことをお約束させていただきまして、お詫び方々

ご理解いただきたいと思います。 

次回以降、資料についても精査のほどよろしくお願いいたします。 

これで閉会いたします。お疲れ様でした。 

 


